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【 請 求 項 １ 】
１ つ の ア ト ラ ク シ ョ ン へ の 顧 客 の 入 場 を 管 理 す る シ ス テ ム で あ っ て 、
　 前 記 顧 客 が 並 ぶ こ と に よ り 前 記 ア ト ラ ク シ ョ ン を 利 用 す る こ と が で き る 第 １ の 行 列 を 形
成 す る 手 段 と 、
　 前 記 顧 客 が 前 記 第 １ の 行 列 に 並 ぶ こ と な く 前 記 ア ト ラ ク シ ョ ン を 利 用 す る こ と が で き る
第 ２ の 行 列 を 形 成 す る 手 段 と 、
　 発 券 機 と を 備 え 、
　 前 記 発 券 機 は 、 前 記 第 ２ の 行 列 に よ る 前 記 ア ト ラ ク シ ョ ン の 利 用 を 所 望 す る 顧 客 に 前 記
第 ２ の 行 列 を 利 用 す る 権 利 が 与 え ら れ て い る こ と を 確 証 す る 確 証 手 段 と 、 確 証 さ れ た 顧 客
が 前 記 ア ト ラ ク シ ョ ン を 利 用 す る こ と が で き る 将 来 の 割 当 時 間 帯 を 、 前 記 ア ト ラ ク シ ョ ン
へ の 需 要 及 び 前 記 ア ト ラ ク シ ョ ン の 収 容 能 力 等 の 情 報 に 基 づ い て 決 定 す る 決 定 手 段 と 、 決
定 さ れ た 前 記 割 当 時 間 帯 を 記 載 し た 第 ２ の 行 列 利 用 パ ス を 発 行 す る 発 行 手 段 と を 有 し て い
る も の で あ り 、
　 前 記 ア ト ラ ク シ ョ ン を 利 用 す る こ と が で き る 予 め 定 め ら れ た 顧 客 の 数 が 、 時 間 の 経 過 と
と も に 調 節 可 能 で あ る こ と を 特 徴 と す る シ ス テ ム 。
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